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介護施設と歯科医院との現状

１．月２回の歯科衛生士の口腔衛生管理がある

２．今回初めて、口腔衛生管理を行う指導

現状のまま
（年２回の口腔衛生管理に係る

技術的助言・指導はいらない）

年２回の口腔衛生管理に係る
技術的助言・指導を行う





オーラルフレイルに関する
医師と歯科医師との違い

１．耳鼻咽喉科主導の嚥下中心

嚥下の仕組みはわかっている

歯や歯周等の口腔はよく知らない



参考資料 Vol.１

詳しくは 事務局 又は 公衆衛生１部員へ



参考資料 Vol.２

詳しくは 事務局 又は 公衆衛生１部員へ
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